【神奈川県】

平成２４年度　「地域商業まちづくり総合支援事業費補助制度」の募集について
これまで神奈川県では様々な商店街振興策を行ってきましたが、その課題として、地域と一体となったまちづくりの必要性、社会的ニーズの変化への対応の必要性、積極的な空き店舗対策の必要性などがあげられていました。
これらの課題に対応した取組を、商店街関係者の方たちが自ら担い、まちづくりの一環として推進できるようにするため、商店街のにぎわいを演出する取組みやまちの回遊性を高める取組み、商店街の特色づくりを行う取組みなどに対して支援を行う「地域商業まちづくり総合支援事業」の対象となる事業を募集します。
《制度概要》
●対　　象：　商店街団体、商工会議所・商工会、ＮＰＯ　など
＊商業関係者が事業の一端を担うという実施体制が確認できれば、事業者が、複数の団体で構成する協議会などの任意団体でも、ご相談可能です。
●対象事業： ①まちのにぎわいを演出する交流拠点づくり、②まちの回遊性を高めるシステム
づくり、③地域資源を活用したまちの特色づくり、④環境の整備・保全又は資源
の再利用の促進、⑤高齢者や障害者が利用しやすいまちづくり、⑥商店街の安全
安心なまちづくり、⑦子育て世帯にやさしいまちづくり、⑧地域団体との連携による商店街コミュニティ機能強化、⑨複数商店街の活性化のための広域的な事業

※上記に限定するものではなく、オリジナリティ溢れる活動を支援します。
＊補助対象事業費の総額が100万円以上の事業が対象です。
●補助内容：　補助対象事業費の１／３以内

＊補助の対象となる経費は、次のいずれかに該当するものとなります。
該当するかどうか判断がつかない場合はご相談ください。
専門家謝金、専門家旅費交通費、会議費、会場借料、借損料、印刷製本費、通信運搬費、
広告宣伝費、消耗品費、什器備品費、賃金、雑役務費等の事務経費、委託費、施設整備関
係費、家賃、商品開発・販路開拓にかかる経費、改装費、資料作成・購入費、材料費、集計・
分析費、ソフト開発費、商標権等取得経費
●補助限度額：　単年度1,000万円（ただし、予算の範囲内）

　　　　　　　　　＊事業実施地を所管する市町村の補助が必要となります。
＊県の補助額は、市町村の補助額を超えることは出来ません。ただし、市町
村からの補助は、この事業に対する補助であれば、商業振興、商店街振興
担当部門からの補助に限る必要はありません。
· ソフト的な要素（必須）を持った事業に対して助成します。
（ハード整備事業については、ソフト事業と一体の事業として捉え補助対象とすることにより、まちづくりにつながる活動を促進していくものです。）
《応募方法》　平成24年２月22日までに、直接下記問い合わせ先へご提出ください。
※なお、平成24年度に当補助制度のご利用を希望される場合、必ず上記期限内に応募していただく必要があります。

提出する「平成24年度地域商業まちづくり総合支援事業計画書」様式の電子ﾌｧｲﾙは、こちらからダウンロードできます。→　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p396074.html
  
《問い合わせ先》
神奈川県商工労働局産業部商業流通課商業まちづくりグループ　鈴木、関口まで
TEL：045-210-5612　FAX：045-210-8870　郵送：〒231-8588（住所記載不要）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sekiguchi.i3p3@pref.kanagawa.jp  























































